
目的
本研修を通して、ハラスメ
ント防止に係る基本的な
事項について再認識する
とともに、それぞれの立場
において求められる役割
について理解することで、
ハラスメントリテラシーの
向上と、ハラスメント防止
に対する環境・体制の構
築を進め、組織における
コンプライアンスの意識向
上を目的とする。

講師

福岡秀哉 先生
    礎法律事務所 弁護士

対象

役職員
(非常勤職員も含む)

場所

大会議室
（Teamsによる中継）

1
16

時間 13：15

～15：00

2026 金曜日

研修内容
パワハラ パワーハラスメント
セクハラ セクシャルハラスメント
マタハラ 妊娠・出産・育児に関するハラスメント
パタハラ 男性の父性に対するハラスメント
プレ・マタハラ 妊活に対するハラスメント
反社会勢力への対応と反社会勢力による被害の防止
コンプライアンス推進における取組等

プラス

不

妊
治
療
と仕事との両立もサポートして

い
ま

す

お 問 合 せ 先
コンプライアンス推進室

コンプライアンス
推 進 室

ダイバーシティ
推進室・総務課

内 線：８２０６
E-mail :comp@ffpri.go.jp 
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